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現 場 説 明 書 
 

委 託 名：麻溝台・新磯野第一整備地区 除草業務委託  

 

注 ■：本委託において該当するもの 

１ 市が積算するにあたって使用した基準書等 

  ■ 土木工事標準積算基準書（土木工事編）相模原市都市建設局 令和６年７月 1 日 

  ■ 積算参考資料（土木工事編）相模原市都市建設局 令和６年７月 1 日 

  ■ 土木工事資材等単価表 相模原市都市建設局 令和７年４月 

■ 建設機械等損料表 令和６年度版 一般（社）日本建設機械施工協会 

  □ その他（          ） 

 

２ 配布図書（契約条件になるもの「◎」） 

  ■ 現場説明書 … ◎ 

■ 設計積算書（金額抜き）単価表まで 

■ 登録単価一覧表、総量集計表 

  ■ 図面 

    ■ 位置図 … ◎ 

    ■ 作業箇所図 … ◎ 

    □ その他（     ） 

■ 仕様書及び特記仕様書 … ◎ 

  ■ 契約約款（案） … ◎ 

 

３ 仕様書及び特記仕様書 

 ■ 麻溝台・新磯野第一整備地区 除草業務委託に係る特記仕様書 

 ■ 刈払機の使用に関する特記仕様書 

 ■ 概算数量設計特記仕様書 

■ 仕様書及び基準等 

土木工事共通仕様書 平成２５年４月改定 

 土木工事共通特記仕様書 令和６年４月改定 

 土木工事施工管理基準 平成２６年４月改定 

 土木工事写真管理基準 平成２６年４月改定 

※参照：相模原市ＨＰトップページ⇒市政情報⇒まちづくり・環境⇒公共工事の技術・積算  

 

４ その他 

 ■ 除草の時期等は、特記仕様書に記載しているとおりとする。 

■ 道路付属物等を破損した場合は、受注者の責において修復すること。このことについての費

用は受注者が負担するものとする。 

■ 除草範囲は、整備地区内の宅地及び宅地の沿道部を除草するものである。 

■ 除草作業には、空き缶、ゴミ等の障害物の除去を含んでいるが、それ以外の障害物や不法投

棄物の発出があった場合には、速やかに監督員に報告をし、その処分方法等について協議を

行うものとする。 
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■ 麻溝台・新磯野第一整備地区内において、指定した以外の箇所で、周辺状況や要望等に対応

するため追加で除草を行う場合は、監督員の指示により、時期や場所を決め速やかに対応す

るものとする。その場合の費用については、設計変更の対象とする。 

■ 交通誘導警備員配置は次のとおりとする。 

工種 配置 交通誘導警備員Ｂ 施工時間帯 交替要員 

除草 沿道除草工ほか 1 人／日 昼 無 

                           

                                    以 上 


